神道政治連盟推薦　

　　　参議院議員 比例代表（全国区）　山 谷 え り 子
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　「 家族の解体を憂う 」
政府は今国会で夫婦別姓法案成立を狙っています。
民主党にとって夫婦別姓は「結党以来の基本政策」でインデックスにも「民法を改正し、選択的夫婦別姓等を導入します」と記されています。
民団や公明党も昭和六十年代より推進しており、平成八年の法制審議会では「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする」という答申をまとめました。平成二十一年には民主・共産・社民の三党が選択的夫婦別姓法案を国会に提出しましたが、審議未了で廃案となっています。
一般の方は「夫婦別姓を全ての人に強要するものではなく、そうしたい人だけがするのだから構わないではないか」「仕事上、旧姓を使いたい人も増えている」「娘さんしかいない家は家名が途絶えるのでかわいそう」という受け止め方で、世論調査でも五〇％が支持しています。教科書も、例えば教育出版では「女性差別問題」というコラムの中で「結婚の際の姓の選択など、形式上は平等でも女性が実質的に不利な立場に置かれる問題があり、この点については夫婦別姓を導入する民法改正が議論されている」と記され、夫婦別姓の夫婦こそ男女差別を乗り越える〝平等夫婦〟という教え方がされています。そのせいか世論調査では、年々夫婦別姓を支持する人が増えてきています。
しかし、これは大変危険なことです。この考え方の根っこには、家族を解体しようとする左派勢力の、国家は個人を抑圧し、経営者は労働者を抑圧し、結婚は男性による女性の抑圧と、全てを対立構造で考える考え方があります。推進派の学者は、夫と妻、或いは親と子が、そして兄弟がそれぞれに独立した個(アトム)と化した状態、それがマルクスの理想とした共産社会であると述べています。
家族解体に結びつく夫婦別姓法案が成立すれば、夫と妻が産まれてくる子を自分の姓にしようと対立したり、二十才になって、子にどちらかの姓を選ぶよう突きつけたり、両祖父母が孫の姓を巡って対立する姿も想像される。これは悪夢ではないでしょうか。〝ファミリーネームは一つ〟が愛和の共同体の姿。現に子供は夫婦別姓に違和感を訴えています。「心の教育・女性フォーラム」が平成十三年に行った調査でも、両親が別姓になったら「嫌だと思う」「変な感じがする」と答えた都内の中高生が合わせて六割を超えました。
今、提出されようとしている法案は「夫婦別姓」に加えて、「女性の再婚禁止期間を百日に短縮する規定」、「非嫡出子の相続権の平等」の三点セットを一括して成立させようとしているとも言われています。事実婚と法律婚の垣根を低くし、別家族を作ることに一定の市民権を与え、婚姻制度の破壊を狙っていくものとしか思えません。
家族が崩壊していけば、被害に遭うのは女性や子供たちです。反共、反スターリニストの作家ソルジュニツィンは、一九八二年来日し、「日本には欧州にない自己抑制がある。個人よりも家庭を中心としている。民族的伝統を保持し、道徳をも美的意識で考える稀有な国」と日本の家族、国がらを褒め称えました。
国は「子が健やかに育つ家庭の在り方」の為に政策を作るべきで、家族の絆を壊し、夫と妻、親と子を対立的にとらえ、扶養控除、配偶者控除も外していくという現政権の考えは、国家の弱体に繋がっていきます。夫婦、親子の関係は神から託された絆である。愛和の中で人は育つ、日本は天皇を戴き、大きな家族のように睦み和らぎ、徳を高め、努め、励んできた美しい調和の国です。これを壊す法案を許しては、ご先祖様に申し訳がありません。
敬神崇祖の伝統・歴史的基盤を持つ美しい国日本を守る為に政治はあるのです。子を守り、国がらを守る為にも、夫婦別姓は断固反対していかねばなりません。






